
 

附 則 

１．この要綱は、昭和61年８月１日から施行する。 

２．福山市給水装置設計施行基準は廃止する。 

附 則（平成元年２月１０日福水第３０３９号一部改正） 

この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年１月１０日福水給第２８２２号一部改正） 

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月９日福水給第２４５号一部改正） 

この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年３月１９日福水給第４２号一部改正） 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月１６日福水給第３３号一部改正） 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日福水給第７５号一部改正） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年６月１４日福水給第３９号一部改正） 

この要綱は、平成１９年６月１４日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日福水給第３９号の２一部改正） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年６月８日福水給第２０４号一部改正） 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２２日福水客サ第３８９号一部改正） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２５日福水客サ第１２７５号一部改正） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


